
令和３年１０月の衆議院議員総選挙に係る一票の較差訴訟 

最高裁大法廷判決（令和５年１月２５日）について 

【判決】 ⇒ 合 憲（裁判官１４人の多数意見）

○ 判決では、原告の請求は棄却され、

・ 本件選挙は、平成３０年大法廷判決が平成２９年選挙当時において合憲状

態と判断したのと同じ選挙区割りの下で行われたが、本件選挙当時には、選挙

人数の最大較差が１対２．０７９になるなどしていた。しかし、平成２８年法

律第４９号による改正後の区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口

異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつ

つ、１０年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等

によってこれを是正することとしており、これと一体的な関係にある上記選

挙区割りの下で拡大した較差も、当該制度の枠組みの中で是正されることが

予定されているといえる

・ このような制度に合理性が認められることは平成３０年大法廷判決が判示

するとおりであり、上記選挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差

が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべ

き事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいもの

であるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態

に至っていたとはいえない

・ 本件選挙当時の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したも

のというべき事情はうかがわれず、その程度も著しいものとはいえないから、

上記の較差の拡大をもって、選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票

価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできない

・ したがって、本件選挙当時、公職選挙法１３条１項、別表第１の定める選挙

区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえず、こ

れらの規定が憲法１４条１項等に違反するものということはできない

とされました。 

○ 他の裁判官の意見については、個別意見が１人（違憲・事情判決）でした。

（参考） 

○ 原審（高裁）の判断

・合憲 ９件 

・違憲状態・合理的期間未経過 ７件 

○ 今回の衆院選における最大較差

・当日有権者数ベース １対２．０７９【鳥取県第１区 対 東京都第１３区】 

・Ｒ２国調日本国民人口ベース １対２．０９６【鳥取県第２区 対 東京都第２２区】 
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